
 

 

 

 

令和７年度成年後見制度講演会 

はじめて学ぶ方のための 
成 年 後 見 制 度 

 

 

相談のタイミングは 

いつ？ 

どこに？ 

今からできることって 

なにかある？ 

利用したいけどま

ず何から始めたら

いいの？ 

成年後見制度って 

聞いたことはある

けどよくわからない 

成年後見制度の内容や利用方法など 

司法書士の先生がわかりやすく 

説明しますのでぜひご参加ください 

民法上の制度なのでなかなかわかりに 

くいところがありますが・・・ 

令和７年１２月１５日（月）１４：００～１５：３０ 

戸田市文化会館 ３０１会議室 

戸田市民 ４０名（先着順） 

令和７年１２月５日（金） 

申込先 戸田市社会福祉協議会（戸田市成年後見センター） 

戸田市大字上戸田5-6 （戸田市福祉保健センター２階） 

０４８-４４２-０３０９ ０４８-４４２-３９９６ 

tiiki@todashakyo.or.jp 

FAX 

件名を「成年後見制度講演会申込み」としていただき下記事項をご記入ください 

①氏名（フリガナ）②連絡先（電話番号）③手話通訳の有無④講師への質問があればその内容 

 

 

  

 

 

※電話・メール・FAXいずれの場合も要申込※ご参加いただけない場合のみご連絡いたします 

日時 

会場 

対象 定員 

締切 

講師 

 

 

参加無料！ 

 

司法書士 原田由美 氏 

電話 

メール 

平日8：30～17：15/土日祝は除く 



 

はじめて学ぶ方のための 

成 年 後 見 制 度 

 申込方法 

⑴ 電話 ０４８-４４２-０３０９ （平日８：３０～１７：１５/土日祝は除く） 

⑵ FAX ０４８-４４２-３９９６ 

⑶ メール tiiki@todashakyo.or.jp 

  
件名を「成年後見制度講演会申込」としていただき下記事項をご記入ください 

①氏名（フリガナ）②連絡先（電話番号）③手話通訳の要否 ④講師への質問内容 

※定員を超えて参加いただけない場合のみご連絡いたします 

※当日は直接会場へお越しください 

 FAX 

フリガナ 

参加者氏名 

 

連絡先 

電話番号 

 

手話通訳         □必要    □不要 

 

講師への質問 

 

 

 

 

 

 

mailto:tiiki@todashakyo.or.jp

